
事 業 報 告 書  

（令和 6 年５月 1 日～令和 7 年３月３０日） 

 

当法人は、令和４年５月２７日、埼玉県に対して公益認定を申請し、埼玉県と

の間で再三にわたり協議を重ね、その都度質問に回答してきました。しかしなが

ら、最終的に村のこれまでの運営方法を変更する内容の指導があったため、令和

６年８月７日にその申請を取下げ、令和６年８月２８日付けで内閣府に公益認

定を申請し本年３月３１日に内閣総理大臣から公益法人として認可されました。 

令和７年４月１日に一般財団法人から公益財団法人へと移行した「新しき村」

は、今まさに大きな変革の時期を迎えました。３年という長い時間と多くの労力

を費やして実現した公益法人化。私たちはこれを機に、改めて武者小路実篤先生

の精神をしっかりと自覚・認識し、村の関係者が一丸となって地域社会に貢献す

る公益の法人であるよう努力しなければなりません。 

さて、今回の事業報告は、公益認定を受ける前と公益認定を受けた後の二つに

分けて事業報告をする必要がありますので、ここでは令和６年５月１日から公

益認定を受ける前日の令和７年３月３０日までの間の各種事業についてご報告

いたします。 

 

《概 要》 

村の基幹事業である武者小路実篤美術館の運営につきましては、貴重な歴史

資料の適切な保存・管理に努めるとともに、来館者に対しては解りやすい説明と

親切丁寧な対応に心がけました。 

来館者数はやや減少したものの、昨年度から地元小学生が実篤美術館での勉

強会が導入されるなど新たな事業が開始されました。また、東京都調布市の実篤

記念館が実施した「実篤特別展」へ直筆の書画等を貸し出すなどして村の PR に

努めました。 

収益を伴う事業の一つである農業につきましては、米、茶、露地野菜等の収穫

量が昨年も夏の猛暑などによりやや減少しましたが、味や香りで高い評価を得

ることができ、販売も順調に進めることができました。特に、昨年は米不足が全

国各地で発生し、村の米の販売にも大きく影響を及ぼしました。村の米は無農薬

で安価なため人気が高く６月中旬にはほぼ完売、米の販売収入が大幅に増加し



ました。 

東京都千代田区神田神保町にある新村堂のマンション収入につきましては、

付属備品の修繕が生じたものの、ほほ計画通りの収入が見込め、太陽光パネルの

売電につきましても機器のトラブル等もなく順調に収益に結び付けることがで

きました。 

機関誌の発行につきましては、公益法人の認可の遅れにより本年４月発行の

１回のみのとなりましたが、それを補うための「新しき村通信」が年３回、その

他の案内文も３回発行し、村外会員等に向けて情報提供に努めました。今後も機

関誌の発行は村の重点施策の一つに位置付けておりますので、より一層の内容

充実に努めてまいります。 

なお、昨年度から新しき村を主会場として進められている生物多様性の実態 

調査につきましては、いよいよ大詰めを迎えており、９月には調査結果の発表

や標本の展示等が予定されています。今後も引き続き自然保護団体及びその活

動を支援してまいります。 

 

１） 理事会・評議員会・監査 

事業名 期 日  内  容 

理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月７日（日） 

 

 

・令和５年５月１日～令和６年４月３０日まで

の事業報告及び収支決算報告について 

・その他 

８月４日（日） 

 

 

 

 

 

・定款の変更について 

・令和６年４月１日～４月３０日の事業計画及

び収支予算書の変更について 

・令和６年度正味財産計算書・貸借対照表の修正

について 

・その他 

１２月２６日（木） ・定款の変更について 

・その他 



評議員会 

 

７月２１日（日） ・令和５年５月１日～令和６年４月３０日まで

の事業報告及び収支決算報告について 

・その他 

８月１０日（土） ・定款の変更について 

・令和６年４月１日～４月３０日の事業計画及

び収支予算書の変更について 

・令和６年度正味財産計算書・貸借対照表の修正

について 

・その他 

７年１月５日（日） ・定款の変更について 

・その他 

監査 ６月 ５日（金） ・決算監査 

・試算表（貸借対照表）及び元帳の確認 

・保管中の通帳、現金残高の確認 

７月１２日（金） ・執行状況の確認 

・会計事務所との協議 

８月 ７日（木） ・試算表（貸借対照表）及び元帳の確認 

・会計事務所との協議 

２）美術館の入館状況 

 

開館日数  ２７８日 

入館者数  ６８６人 

有料…６２３人（大人６００人、団体１０人、子供１３人） 

       無料… ６３人（創立記念祭／２９人、県民の日／３４人) 

入 館 料  １２２，８００円 

頒 布 品  １５６，０５０円 （内訳）カレンダー、図書、絵はがき等 

合  計  ２７８，８５０円 

 

 



３）農産物の販売状況 

 

米（餅を含む）        ２，４２５，６５５円 

茶                ４３９，０００円 

その他（筍、ゆずジャム、露地野菜等）   

                  ７０，４００円 

合  計           ２，９３５，０５５円 

 

４）村事業 

事業名 期 日 内  容 

ホタル観賞会 ６月１日（土） 

～１０日（日） 

土・日の３日間（１日は雨で中止）にわたり葛

川沿いで源氏ホタルを観賞 

参加者…約１８０人 

流しそうめん ７月２１日（日） 関係者同志の親睦を図る目的で実施 

参加者…２０人 

労働祭 ８月１３日（土） 村外会員とボランティアが参加してキャンプ

ファイヤーを実施 

参加者数…１０人 

創立記念祭 ９月１５日（日） 舞台披露、映像放映、作品展示、実篤色紙等展

示販売、模擬店 

参加者数…１２時時点 ９３人 

１３時時点１０３人 

１５時時点 ５６人 

※事業の関係者を除く 

埼玉県民の日 １１月４日（月） 美術館の無料開放、露地野菜の無料配布 

来館者…３４人 

仕事の会 毎月１回 仕事の進捗状況と課題について報告。翌月の事 

業方針を協議 

実施回数…１１回／年 



事 業 報 告 書 

（令和７年３月３1 日～令和 7 年４月３０日） 

 

当法人は、令和 6 年８月２８日付けで内閣府に公益認定を申請し、本年３月

３１日に内閣総理大臣から公益法人として認可されました。令和 7 年４月 1 日

から同年４月３０日の間の事業報告について、以下のとおりご報告します。 

 

《概要》 

令和６年５月１日～令和７年３月３０日までの報告書を援用します。 

１）理事会・評議員会 

事業名 期 日  内  容 

理事会 

 

 

 

 

 

４月１８日（金） ・理事長から令和６年１２月２７日～令和７年

４月１７日までの職務執行について 

・令和６年５月１日～令和７年４月３０日まで

の事業計画及び収支予算について 

・各種規定の制定について 

・その他 

評議員会 ４月２７日（日） ・令和６年５月１日～令和７年４月３０日まで

の事業計画及び収支予算についての承認 

・その他 

２）美術館の入館状況 

 

開館日数        ２６日 

入館者数        ６３人 （内訳）大人６０人、子供３人                   

入 館 料    １２，３００円 

頒 布 品    １４，２００円  

合  計    ２６，５００円 

 



３）農産物の販売状況 

 

米             ５０１，１６０円 

茶              ３１，０００円 

その他（露地野菜）      ８４，７５０円 

合  計          ６１６，９１０円 

 

４）村の事業等 

事業名 期 日 内  容 

花の会 ７年４月６日（日） 村の発展に寄与した故人を供養 

参列者数…２４人 

仕事の会 毎月１回 仕事の進捗状況と課題について報告。翌月の事業

方針を協議 

実施日…令和７年４月３０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


